
資料 1 

 

次に掲げる費用については、補助金の交付対象としない。 

 

(1) 災害レッドゾーンにおいて新規整備する介護施設等を対象とする事業。ただし、防災対策 

工事により、事業開始時点で当該建設地が災害レッドゾーンから外れることが見込まれる場 

合等は交付の対象とすることができる。 

 

災害レッドゾーン：都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 33 条第 1 項第 8 号 

 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外

の開発行為にあつては、開発区域内に建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域、地す

べり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第三条第一項の地すべり防止区域、土砂災害

警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）

第九条第一項の土砂災害特別警戒区域及び特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法

律第七十七号）第五十六条第一項の浸水被害防止区域（次条第八号の二において「災害危

険区域等」という。）その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を

含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認めら

れるときは、この限りでない。 

 

 

(2) 災害イエローゾーンにおいて新規整備する介護施設等を対象とする事業。ただし、以下に 

掲げる場合は交付の対象とすることができる。 

ア 防災対策工事により、事業開始時点で当該建設地が災害イエローゾーンから外れること 

が見込まれる場合等 

イ 土砂災害警戒区域または浸水深１メートル以上の浸水想定区域等の場合は、次の(ｱ)か 

ら(ｴ)の全てに該当する場合 

ウ 浸水深１メートル未満の浸水想定区域等の場合は、次の(ｳ)及び(ｴ)に該当する場合 

 

(ｱ) 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する日常生活圏域において、当該日常

生活圏域の大半が災害イエローゾーンである等、災害イエローゾーン以外での事業用地

の取得が困難であること。 

(ｲ) 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する市区町村において、災害イエローゾ

ーンにおける介護施設等の新規整備を認めない場合、当該施設が所在する区域におい

て市区町村の介護保険事業計画で見込まれている必要な介護サービス量の確保が困難

になり、かつ、将来にわたり充足される見込みがないこと。 

(ｳ) 新規整備を行う介護施設等又は介護施設等が立地する事業用地において、災害イエロ



ーゾーンの災害想定により想定される被災リスクに対して、被害の防止・軽減のための

対策及び迅速な避難を可能とするための施設・設備上の対策が実施される計画となっ

ていること。 

(ｴ) 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する災害イエローゾーンの災害想定によ

り想定しうる被災リスクへの対策が非常災害対策計画、避難確保計画等に記載される計

画となっていること。 

 

災害イエローゾーン 

土砂災害警戒区域 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律（平成 12 年法律第 57 号）第７条第１項の土砂災害警

戒区域 

浸水想定区域等 

水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第１項又は第２項

の洪水浸水想定区域、同法第 14 条の２第１項又は第２項の雨

水出水浸水想定区域、同法第 14 条の３第１項の高潮浸水想定

区域 

津波防災地域づくりに関する法律（平成 23 年法律第 123

号）第 10 条第３項第２号の津波浸水想定に定める浸水の区

域、同法第 53 条第１項の津波災害警戒区域 

特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和

3 年法律第 31 号）による改正前の特定都市河川浸水被害対策

法（平成 15 年法律第 77 号）第 32 条第１項の都市洪水想定区

域、同法第 32 条第２項の都市浸水想定区域 
 

 


